山口県環境審議会委員の委員の募集
                                                       　　　
私たちが快適に安心して暮らす上で、環境の保全は欠くことができません。
環境審議会は、本県における環境保全に関する基本的事項を調査審議する機関ですが、県民の皆様の意見をお聴きし、審議に反映させるため、審議会委員の一部を公募します。
	環境審議会とは
	健全で恵み豊かな環境の保全と創造を進めるための基本的な
事項について調査審議します。

	委員の募集定員
	１名

	委員の応募要件  
	年齢１８歳以上で、県内在住の方
（ただし、国又は地方公共団体の議員及び公務員並びに高校生
は除きます。）

	委員の任期
	委嘱の日から２年間

	募集期間
	令和８年６月１日(月)から令和８年６月３０日(火)まで
（郵送の場合は、当日消印有効です。）

	応募方法
	応募申込書（裏面）に必要事項を記入の上、「山口県の環境政策について」をテーマとした御意見・御提言（８００字程度）及び自己アピールシートを添えて、お申し込みください。
（郵送、持参、Ｅメール又はＦＡＸ）
※Ｅメールの場合、件名に「山口県環境審議会委員応募」と記
入してください。

	申込書受領後の
連絡
	申込書を受領した後、３日以内に受領の連絡を行います。
その日を過ぎても連絡がない場合は、大変恐縮ですが問い合わ
せ先に御照会ください。

	選考結果　　　　
	選考の結果は、応募者全員にお知らせします。

	応募先・問合わせ先
	〒753-8501　山口市滝町１－１
山口県環境生活部環境政策課環境企画班
TEL 083-933-3030　　FAX 083-933-3049
Ｅメール  kankyousingikai@pref.yamaguchi.lg.jp 


                              　
　　山　口　県

山口県環境審議会委員応募申込書
	応募対象審議会
	山 口 県 環 境 審 議 会

	住　　　所
	〒


TEL（      ）　　－　　 　　FAX（      ）　　－
E-mail：

	ふりがな
	
	職　　業

	氏　　　名
	
                        
	

	生年月日
	　　　　　　　　　　年　　　月　　　日生
	性別（任意）

	
	
	

	住所以外の連絡先
	〒 

TEL（      ）　　－　　 　　FAX（      ）　　－
E-mail：

	活


動


経


歴
	国、県、市町に
おける各種
審議会の委員等の経験
	年　月　～　年  月
	名　　　　　　称

	
	
	
	

	
	その他の活動
の経験
	年　月　～　年  月
	名　　　　　　称

	
	
	
	

	確認事項
	国又は地方公共団体の議員及び公務員並びに高校生ではありません。


【記載上の留意事項】
○「住所以外の連絡先」欄は、必要な場合に御記入ください。
○「活動経歴」欄は、差し支えない範囲で御記入ください。
○「各種審議会の委員等」欄は、審議会、協議会、懇話会等を含みます。
○「その他の活動」欄は、環境、消費生活、文化、福祉等の団体やグループ・サークル等での活動経験あるいは講演、著作などの主なものを御記入ください。
○「確認事項」欄は、応募要件をお示ししております。今一度、御確認ください。
【添付書類】
○「山口県の環境政策について」をテーマとした御意見・御提言（８００字程度）及び自己アピールシートを添えて御提出ください。
※　応募申込書に記載された内容は、委員選考に係る資料以外には使用しません。
「山口県の環境政策について」をテーマとした御意見・御提言

　山口県では、炭素中立（ネットゼロ）、循環経済（サーキュラーエコノミー）、自然再興（ネイチャーポジティブ）等の環境政策を包括的に展開し、持続可能な地域社会づくりを推進することとしています。
　ついては、山口県の環境政策に対する御意見・御提言を８００字程度で記載してください。
【ネットゼロ】温室効果ガスが排出される量と吸収・固定される量の差し引きがゼロとなること
【サーキュラーエコノミー】天然資源の投入量を最小化し、廃棄物の排出抑制や脱炭素化など環境
負荷低減を実現する社会システムを目指すもの
【ネイチャーポジティブ】「自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させる」
ことを指す言葉
	


※記載内容が枠内に収まらない場合は、枠を拡張するか別紙を作成し添付してください。
自己アピールシート

	応募動機（４００字以内）

	

	申込書に記載した活動経歴の内容やあなたのこれまでの経験を
環境審議会の委員としてどのように生かしていきたいですか（４００字以内）

	


※記載内容が枠内に収まらない場合は、枠を拡張するか別紙を作成し添付してください。
